
この広報誌は皆さまからご協力頂いた社協会費により発行しています。

いなしきいなしき

▲このマークは社会福祉協議会の「社」を図案化し
「手をとりあって明るいしあわせな社会を建設する姿」
を表現しています

社協とは社会福祉協議会の略称です。
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稲敷市共同募金委員会
赤い羽根は昔から世界中で「勇気」や「善い行い」
のしるしとして使われてきました。
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社協会費にご協力お願いします社協会費にご協力お願いします
　稲敷市社会福祉協議会では、「安心して暮らせる、やさしいま
ち　稲敷」の実現を目指し、市民のみなさまをはじめ、ボラン
ティア団体、関係機関とともに地域福祉推進に取り組んでいま
す。会費（1世帯 500 円）は、地域福祉事業をおこなううえで、
貴重な財源であるとともに、市民のみなさまが地域福祉の推進
に間接的に参加していただくという意味もあります。何卒、趣
旨にご賛同いただき、ご協力をよろしくお願いいたします。

　◆ボランティア団体への活動助成
　◆出前福祉（小学校への福祉学習講師派遣）
　◆社協だよりの発行
　◆在宅福祉サービス事業の運営
　◆災害用備蓄品の購入
　◆ホームページの管理
　◆車いす等の貸出事業　など

各世帯への赤い羽根の配布を終了します。
　これまで戸別募金の際に赤い羽根を配布してきましたが、羽根の原材料確保が全国的
に困難な状況となったため、今年度より「赤い羽根」に代わり「寄付済証」を配布します。
赤い羽根につきましては、共同募金のシンボルとして、募金箱の設置協力店や学校募金
などで引き続き活用させて頂きます。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

　本年も 10月より赤い羽根共同募金
運動が開始されます。
　皆さまにご協力いただいた募金は、
稲敷市の児童福祉やボランティア育
成、稲敷市内の福祉施設支援の他、大
規模災害が発生した際の備えとして
「災害等準備金」として募金の一部を
積み立てており、災害発生時には、災
害ボランティアセンターの設置や、災
害ボランティア活動の支援などの災害
復旧に使用されます。

稲敷市を良くするしくみ。

赤い羽根共同募金

募金箱の設置場所
・江戸崎ショッピングセンター　パンプ
・江戸崎笑遊館　・蓬莱屋　
・ＪＡ稲敷新利根直売所　・稲敷市商工会
・ウエルシア薬局釜井店
・ツルハドラッグ江戸崎店
・稲敷市庁舎、新利根公民館、桜川公民館、東支所
・江戸崎福祉センター

江戸崎ショ

赤い羽根共同募金運動期間赤い羽根共同募金運動期間

10月1日10月1日（（金金））～12月31日～12月31日（（金金））
ご協力をよろしくお願いします。ご協力をよろしくお願いします。
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車いす貸出事業

商品の寄贈をいただきました
　（株）セブン－イレブン・ジャパン、茨城県、茨城県社会福祉協
議会の三者にて締結された「社会福祉貢献活動に係る寄贈品に関
する協定」に基づき、令和３年８月30日に稲敷市社会福祉協議
会に商品の寄贈が行われました。
　この協定は、セブン－イレブン店舗で改装時等に発生する在庫
商品の一部を、茨城県社会福祉協議会を通じて市町村社協に寄贈
し、社会福祉貢献活動及び食品ロス削減への対応に役立てるもの
です。
　寄贈いただいた商品は、市内の障がい児放課後等デイサービス
事業所や障がい者・高齢者施設等で活用させて頂きました。

　一時的に日常生活で車いすが必要となった
方に貸出を行っています。
対象者：稲敷市在住で
◇要介護１、要支援１・２の方
◇障がいのある方
◇病気や怪我、外出などで一時的に必要な方
貸出期間と料金：
　　　　　１ヶ月未満　無料
　　　　　１ヶ月以上　消毒料4,000円
申込方法：申請書に必要事項を記入の上お申

込ください。申請書は福祉センター
で記入いただくかホームページか
らダウンロードいただきお持ちくだ
さい。（台数に限りがございますの
で、事前にお問い合わせください）

【問い合わせ先】０２９－８９２－５７１１【問い合わせ先】０２９９－７９－３７３７

　在宅福祉サービスは、地域のたすけあいから
生まれた、住民参加型の有料・会員方式の相互
援助サービスです。日常の生活において何らか
の援助を必要とする方（利用会員）に対して、
地域で福祉サービスに理解のある方（協力会員）
が、負担を少しでも軽減するために、家事援助
を中心としたサービスを提供する事業です。
　協力会員にご登録いただける方は、下記お問
い合わせまでご連絡をお願い致します。
【問い合わせ先】０２９－８９２－５７１１

協
力
会
員

利
用
会
員

社
会
福
祉
協
議
会

⑤サービスの提供⑤サービスの提供

②利用会員登録②利用会員登録⑥活動報告⑥活動報告

③在福券の購入③在福券の購入⑦活動費の支払い⑦活動費の支払い

①サービスの①サービスの
　申し込み　申し込み

④サービス④サービス
　提供依頼　提供依頼

在 宅 福 祉 サ ー ビ ス 　 協 力 会 員 募 集
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〒 300-0504
稲敷市江戸崎甲 1992 江戸崎福祉センター内
℡ 029-892-5711 ㈹  Fax029-892-5922
E-mail  soumu@inashiki-shakyo.or.jp
U R L  http://www.inashiki-shakyo.or.jp/

土浦方面土浦方面

江戸崎公民館江戸崎公民館
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保健センター
稲敷市

社会福祉協議会

マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ

マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ

す
き
家

す
き
家

成田方面成田方面

ショッピングセンター
パンプ

ショッピングセンター
パンプ

稲敷市社会福祉協議会
〒 300-0749
稲敷市佐原組新田 1540-1
℡ 0299-79-3737　 Fax0299-79-3738
E-mail  heart-peer@inashiki-shakyo.or.jp

竜ヶ崎方面竜ヶ崎方面

新利根川新利根川

伊佐部橋伊佐部橋

潮来方面潮来方面コンビニコンビニ
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臨時職員　登録ホームヘルパー（非常勤1名） 
　勤務内容：在宅の要援護者への生活援助・身体介護・通院等乗降介助 
　採用時期：令和３年 11月（面接による選考） 
　勤務場所：市内の利用者宅　《シフト》月～金（祝日含）週 3～ 4日勤務 
　勤務時間：8：30～ 17：15の内 1 日 4時間程度 
　賃 金 等：時給（生活援助1,000円／身体介護1,200円）・賞与・処遇改善手当・通勤手当 
　定　　年：60歳（再雇用 70歳まで）　　資　　格：介護職員初任者研修修了以上

臨時職員　生活支援員（非常勤１名） 
　勤務内容：障がい者施設で利用者の日常生活支援、送迎業務 
　採用時期：令和３年 11月（面接による選考） 
　勤務場所：ハートピアいなしき《シフト》月～金（祝日含）週 3～ 4日勤務 
　勤務時間：8：30～ 17：15の内 1 日 4時間～ 7時間 45分 
　賃 金 等：時給 900 円（昇給有）・賞与・処遇改善手当・通勤手当 
　定　　年：60歳（再雇用 70歳まで）　　資　　格：特になし

臨時職員　介護職員（非常勤１名） 
　勤務内容：デイサービスで利用者の支援、送迎業務 
　採用時期：令和３年 11月（面接による選考） 
　勤務場所：江戸崎福祉センター《シフト》月～金（祝日含）週３～５日勤務 
　勤務時間：8：30～ 17：15の内 1 日 4時間～ 7時間 45分 
　賃 金 等：時給 900 円（昇給有）・賞与・処遇改善手当・通勤手当 
　定　　年：60歳（再雇用 70歳まで）　　資　　格：特になし

詳しくは稲敷市社会福祉協議会
HP(http://www.inashiki-shakyo.or.jp/)をご覧ください。

お問合せ
稲敷市社会福祉協議会
電話029-892-5711
担当：総務係（湯原）

稲敷市社会福祉協議会職員募集稲敷市社会福祉協議会職員募集

稲敷市社会福祉協議会事業所


